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政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案要綱 
 

 

 

第１ 企業・団体による政治活動に関する寄附又は政治資金 

  パーティーの対価の支払の禁止 

 

 １ 会社、労働組合、職員団体その他の団体（政治団体を除く。）は、

政治活動に関する寄附又は政治資金パーティーの対価の支払をして

はならないこと。 

 

 ２ １に違反した団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした

者は、１年以下の拘禁刑又は 50万円以下の罰金に処すること。 

 

 

第２ 政治団体間における寄附の量的制限の上限額の引下げ 

 

   政党及び政治資金団体以外の政治団体間における政治活動に関す

る寄附について、現行では同一の政治団体に対し年間５千万円とな

っている量的制限の限度額を、年間３千万円に引き下げるものとす

ること。 

 

 

第３ 雇用関係の不当利用等による寄附等の制限 

 

   会社、労働組合、職員団体その他の団体は、その役職員又は構成

員に対し、雇用その他の関係を不当に利用して、又は政治団体の会

費の額に相当する額の金銭を支払うことを約束して、政治団体の構

成員となることを勧誘し、かつ、当該政治団体をして、政治活動に

関する寄附又は政治資金パーティーの対価の支払をさせてはならな

いこと。 
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第４ 個人のする政治活動に関する寄附に係る税額控除の拡充 

 

   税額控除の適用対象となる個人のする政治活動に関する寄附の範

囲を、国会議員、都道府県の議会の議員若しくは知事又は政令指定

都市の議会の議員若しくは市長（いずれも候補者等を含む。）に係

る資金管理団体に対する寄附にまで拡大し、その税額控除率につい

ては次のとおりとすること｡ 

    ① ２千円を超え１万円以下の部分……全額税額控除 

    ② １万円を超え５万円以下の部分……50％税額控除 

    ③ ５万円を超える部分…………………30％税額控除 

 

 

第５ 施行期日等 

 

 １ 施行期日 

   この法律は、令和８年１月１日から施行すること。 

 

 ２ 関係法律の整備 

   この法律の施行に伴う関係法律の整備については、別に法律で定

めること。 

 

 ３ 検討 

   この法律の施行後、個人のする政治活動に関する寄附の普及、拡

大等の状況を勘案し、政党交付金の総額の削減について検討が行わ

れるものとすること。 

 



 

 

  

 

一 

 
 
 

政
治
資
金
規
正
法
及
び
租
税
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

 

（
政
治
資
金
規
正
法
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
二
十
一
条
の
見
出
し
中
「
寄
附
の
制
限
」
を
「
寄
附
等
の
禁
止
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
並
び
に
第
二
十
一
条
の

三
第
一
項
及
び
第
二
項
」
を
「
、
第
二
十
一
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
二
十
二
条
の
六
の
三
」
に
改
め
、
「
、

政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
者
に
対
し
て
は
」
を
削
り
、
「
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
」
の
下
に
「
又
は
政
治
資
金
パ

ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の
支
払
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
寄
附
」
の
下
に
「
及
び
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の
支
払
」

を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
に
対
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
「
又
は
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー

の
対
価
の
支
払
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
五
千
万
円
」
を
「
三
千
万
円
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
二
十
二
条
の
六
に
見
出
し
と
し
て
「
（
本
人
の
名
義
以
外
の
名
義
等
に
よ
る
寄
附
等
の
制
限
）
」
を
付
し
、
同
条
第
一

項
中
「
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
」
の
下
に
「
又
は
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の
支
払
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
寄

附
」
の
下
に
「
又
は
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の
支
払
」
を
加
え
る
。 



 

  

 

二 

 
 

第
二
十
二
条
の
六
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 
 

（
雇
用
関
係
の
不
当
利
用
等
に
よ
る
寄
附
等
の
制
限
） 

第
二
十
二
条
の
六
の
三 

会
社
、
労
働
組
合
、
職
員
団
体
そ
の
他
の
団
体
は
、
そ
の
役
職
員
又
は
構
成
員
に
対
し
、
雇
用
そ

の
他
の
関
係
を
不
当
に
利
用
し
て
、
又
は
政
治
団
体
の
会
費
の
額
に
相
当
す
る
額
の
金
銭
を
支
払
う
こ
と
を
約
束
し
て
、

政
治
団
体
の
構
成
員
と
な
る
こ
と
を
勧
誘
し
、
か
つ
、
当
該
政
治
団
体
を
し
て
、
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
又
は
政
治
資

金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の
支
払
を
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

 

第
二
十
二
条
の
七
の
見
出
し
中
「
寄
附
の
あ
つ
せ
ん
」
を
「
寄
附
の
あ
つ
せ
ん
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
係
る
寄

附
の
あ
つ
せ
ん
」
の
下
に
「
又
は
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の
支
払
の
あ
つ
せ
ん
」
を
、
「
当
該
寄
附
の
あ
つ
せ
ん
」

の
下
に
「
又
は
対
価
の
支
払
の
あ
つ
せ
ん
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
寄
附
の
あ
つ
せ
ん
」
の
下
に
「
又
は
政
治
資
金
パ

ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の
支
払
の
あ
つ
せ
ん
」
を
、
「
、
寄
附
」
の
下
に
「
又
は
対
価
の
支
払
」
を
、
「
当
該
寄
附
」
の
下
に
「
又

は
対
価
と
し
て
支
払
わ
れ
る
金
銭
等
」
を
加
え
る
。 

 

第
二
十
二
条
の
八
第
四
項
を
削
り
、
同
条
第
五
項
を
同
条
第
四
項
と
す
る
。 

 

（
租
税
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
） 



 

 

  

 

三 

第
二
条 

租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
四
十
一
条
の
十
八
第
一
項
中
「
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
団
体
」
を
「
若
し
く
は
第
二
号
に
掲
げ
る
団
体
又
は
第
三
号
若

し
く
は
第
四
号
に
掲
げ
る
団
体
の
う
ち
同
法
第
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
資
金
管
理
団
体
（
次
項
に
お
い
て
単
に
「
資
金

管
理
団
体
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
も
の
」
に
、
「
第
四
号
ロ
」
を
「
同
号
ロ
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
又
は
第
二
号
に

掲
げ
る
団
体
」
を
「
若
し
く
は
第
二
号
に
掲
げ
る
団
体
又
は
同
項
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号
に
掲
げ
る
団
体
の
う
ち
資
金
管

理
団
体
で
あ
る
も
の
」
に
、
「
残
額
）
が
」
を
「
残
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
」
に
、
「
残
額
）
を
」
を
「
残

額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
控
除
額
」
と
い
う
。
）
を
」
に
、
「
そ
の
超
え
る
金
額
の
百
分
の
三
十
に
相
当
す
る
」

を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
」
に
改
め
、
「
の
百
分
の
二
十
五
に
相
当
す
る
金
額
」

の
下
に
「
（
当
該
金
額
が
一
万
円
か
ら
特
定
控
除
額
を
控
除
し
た
金
額
を
超
え
な
い
場
合
に
は
、
当
該
控
除
し
て
得
た
金
額
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。 

 
 

一 

そ
の
年
中
に
支
出
し
た
政
党
等
に
対
す
る
寄
附
金
の
額
の
合
計
額
が
一
万
円
以
下
で
あ
る
場
合 

当
該
政
党
等
に
対

す
る
寄
附
金
の
額
の
合
計
額
か
ら
特
定
控
除
額
を
控
除
し
た
金
額 

 
 

二 

そ
の
年
中
に
支
出
し
た
政
党
等
に
対
す
る
寄
附
金
の
額
の
合
計
額
が
一
万
円
を
超
え
五
万
円
以
下
で
あ
る
場
合 

次



 

  

 

四 

に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額 

 
 
 

イ 

一
万
円
か
ら
特
定
控
除
額
を
控
除
し
た
金
額 

 
 
 

ロ 
当
該
政
党
等
に
対
す
る
寄
附
金
の
額
の
合
計
額
か
ら
一
万
円
を
控
除
し
た
金
額
の
百
分
の
五
十
に
相
当
す
る
金
額 

 
 

三 

そ
の
年
中
に
支
出
し
た
政
党
等
に
対
す
る
寄
附
金
の
額
の
合
計
額
が
五
万
円
を
超
え
る
場
合 

次
に
掲
げ
る
金
額
の

合
計
額 

 
 
 

イ 

三
万
円
か
ら
特
定
控
除
額
を
控
除
し
た
金
額 

 
 
 

ロ 

当
該
政
党
等
に
対
す
る
寄
附
金
の
額
の
合
計
額
か
ら
五
万
円
を
控
除
し
た
金
額
の
百
分
の
三
十
に
相
当
す
る
金
額 

 
 
 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
四
条
及
び
第
五
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日

か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の
支
払
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
二
条 

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
政
治
資
金
規
正
法
第
二
十
一
条
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の



 

 

  

 

五 

条
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
開
催
さ
れ
る
政
治
資
金
規
正
法
第
八
条
の
二
に
規
定
す
る
政
治
資
金
パ
ー
テ

ィ
ー
の
対
価
の
支
払
で
施
行
日
以
後
に
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
適
用
す
る
。 

 

（
租
税
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

第
三
条 

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
十
八
の
規
定
は
、
令
和
八
年
分
以
後
の
所
得
税

に
つ
い
て
適
用
し
、
令
和
七
年
分
以
前
の
所
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

（
政
令
へ
の
委
任
） 

第
四
条 

前
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
を
含
む
。）

は
、
政
令
で
定
め
る
。 

 

（
関
係
法
律
の
整
備
） 

第
五
条 

こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
罰
則
の
規
定
の
整
備
そ
の
他
関
係
法
律
（
こ
の
法
律
を
含
む
。
）
の
整
備
に
つ
い

て
は
、
別
に
法
律
で
定
め
る
。 

 

（
検
討
） 

第
六
条 

こ
の
法
律
の
施
行
後
、
個
人
の
す
る
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
の
普
及
、
拡
大
等
の
状
況
を
勘
案
し
、
政
党
交
付
金



 

  

 

六 

の
総
額
の
削
減
に
つ
い
て
検
討
が
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。 



 

 

  

 

 
 
 
 
 

理 

由 

 

政
治
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
を
回
復
し
、
広
く
国
民
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
政
治
を
実
現
す
る
た
め
、
会
社
そ
の
他
の
団
体

の
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
及
び
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の
支
払
の
全
面
禁
止
並
び
に
個
人
の
す
る
政
治
活
動
に
関
す

る
寄
附
に
係
る
税
額
控
除
の
拡
充
等
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 



 

 

  

 

 
 
 

本
案
施
行
に
要
す
る
経
費 

本
案
施
行
に
よ
る
減
収
見
込
額
は
、
平
年
度
約
百
五
十
九
億
円
で
あ
る
。 



 

一 

◎ 政 治 資 金 規 正 法 及 び 租 税 特 別 措 置 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 案  新 旧 対 照 表  
○ 政 治 資 金 規 正 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 九 十 四 号 ） （ 第 一 条 関 係 ）                     （ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改  正  案  現    行  

 （ 会 社 等 の 寄 附 等 の 禁 止 ） 

第 二 十 一 条  会 社 、 労 働 組 合 （ 労 働 組 合 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 百 七

十 四 号 ） 第 二 条 に 規 定 す る 労 働 組 合 を い う 。 第 三 項 、 第 二 十 一 条 の

三 第 一 項 及 び 第 二 項 並 び に 第 二 十 二 条 の 六 の 三 に お い て 同 じ 。 ） 、

職 員 団 体 （ 国 家 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 百 二 十 号 ） 第 百 八 条

の 二 又 は 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 ） 第 五

十 二 条 に 規 定 す る 職 員 団 体 を い う 。 第 三 項 、 第 二 十 一 条 の 三 第 一

項 及 び 第 二 項 並 び に 第 二 十 二 条 の 六 の 三 に お い て 同 じ 。 ） そ の 他 の

団 体 は 、 政 治 活 動 に 関 す る 寄 附 又 は 政 治 資 金 パ ー テ ィ ー の 対 価 の

支 払 を し て は な ら な い 。  

２  前 項 の 規 定 は 、 政 治 団 体 が す る 寄 附 及 び 政 治 資 金 パ ー テ ィ ー の

対 価 の 支 払 に つ い て は 、 適 用 し な い 。  

３  何 人 も 、 会 社 、 労 働 組 合 、 職 員 団 体 そ の 他 の 団 体 （ 政 治 団 体 を 除

く 。 ） に 対 し て 、 政 治 活 動 に 関 す る 寄 附 又 は 政 治 資 金 パ ー テ ィ ー の

対 価 の 支 払 を す る こ と を 勧 誘 し 、 又 は 要 求 し て は な ら な い 。  

 

４  （ 略 ）  

  

 （ 会 社 等 の 寄 附 の 制 限 ）  

第 二 十 一 条  会 社 、 労 働 組 合 （ 労 働 組 合 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 百 七

十 四 号 ） 第 二 条 に 規 定 す る 労 働 組 合 を い う 。 第 三 項 並 び に 第 二 十

一 条 の 三 第 一 項 及 び 第 二 項 に お い て 同 じ 。 ） 、 職 員 団 体 （ 国 家 公 務

員 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 百 二 十 号 ） 第 百 八 条 の 二 又 は 地 方 公 務

員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 ） 第 五 十 二 条 に 規 定 す る

職 員 団 体 を い う 。 第 三 項 並 び に 第 二 十 一 条 の 三 第 一 項 及 び 第 二 項

に お い て 同 じ 。 ） そ の 他 の 団 体 は 、 政 党 及 び 政 治 資 金 団 体 以 外 の 者

に 対 し て は 、 政 治 活 動 に 関 す る 寄 附 を し て は な ら な い 。  

 

２  前 項 の 規 定 は 、 政 治 団 体 が す る 寄 附 に つ い て は 、 適 用 し な い 。  

 

３  何 人 も 、 会 社 、 労 働 組 合 、 職 員 団 体 そ の 他 の 団 体 （ 政 治 団 体 を 除

く 。 ） に 対 し て 、 政 治 活 動 に 関 す る 寄 附 （ 政 党 及 び 政 治 資 金 団 体 に

対 す る も の を 除 く 。 ） を す る こ と を 勧 誘 し 、 又 は 要 求 し て は な ら な

い 。  

４  （ 同 上 ）  

 



 

 

二 

 （ 同 一 の 者 に 対 す る 寄 附 の 制 限 ）  
第 二 十 二 条  政 党 及 び 政 治 資 金 団 体 以 外 の 政 治 団 体 の す る 政 治 活 動

に 関 す る 寄 附 は 、 各 年 中 に お い て 、 政 党 及 び 政 治 資 金 団 体 以 外 の

同 一 の 政 治 団 体 に 対 し て は 、 三 千 万 円 を 超 え る こ と が で き な い 。  

２ ・ ３  （ 略 ）  

 

 （ 本 人 の 名 義 以 外 の 名 義 等 に よ る 寄 附 等 の 制 限 ）  

第 二 十 二 条 の 六  何 人 も 、 本 人 の 名 義 以 外 の 名 義 又 は 匿 名 で 、 政 治

活 動 に 関 す る 寄 附 又 は 政 治 資 金 パ ー テ ィ ー の 対 価 の 支 払 を し て は

な ら な い 。  

２  （ 略 ）  

３  何 人 も 、 第 一 項 の 規 定 に 違 反 し て さ れ る 寄 附 又 は 政 治 資 金 パ ー

テ ィ ー の 対 価 の 支 払 を 受 け て は な ら な い 。  

４ ・ ５  （ 略 ）  

 

 （ 政 治 資 金 団 体 に 係 る 寄 附 の 方 法 の 制 限 ）  

第 二 十 二 条 の 六 の 二  （ 略 ）  

 

 （ 雇 用 関 係 の 不 当 利 用 等 に よ る 寄 附 等 の 制 限 ）  

第 二 十 二 条 の 六 の 三  会 社 、 労 働 組 合 、 職 員 団 体 そ の 他 の 団 体 は 、 そ

の 役 職 員 又 は 構 成 員 に 対 し 、 雇 用 そ の 他 の 関 係 を 不 当 に 利 用 し て 、

 （ 同 一 の 者 に 対 す る 寄 附 の 制 限 ）  

第 二 十 二 条  政 党 及 び 政 治 資 金 団 体 以 外 の 政 治 団 体 の す る 政 治 活 動

に 関 す る 寄 附 は 、 各 年 中 に お い て 、 政 党 及 び 政 治 資 金 団 体 以 外 の

同 一 の 政 治 団 体 に 対 し て は 、 五 千 万 円 を 超 え る こ と が で き な い 。  

２ ・ ３  （ 同 上 ）  

 

 

第 二 十 二 条 の 六  何 人 も 、 本 人 の 名 義 以 外 の 名 義 又 は 匿 名 で 、 政 治

活 動 に 関 す る 寄 附 を し て は な ら な い 。  

 

２  （ 同 上 ）  

３  何 人 も 、 第 一 項 の 規 定 に 違 反 し て さ れ る 寄 附 を 受 け て は な ら な

い 。  

４ ・ ５  （ 同 上 ）  

 

 （ 政 治 資 金 団 体 に 係 る 寄 附 の 方 法 の 制 限 ）  

第 二 十 二 条 の 六 の 二  （ 同 上 ）  

 

 

（ 新 設 ）  

 



 

三 

又 は 政 治 団 体 の 会 費 の 額 に 相 当 す る 額 の 金 銭 を 支 払 う こ と を 約 束

し て 、 政 治 団 体 の 構 成 員 と な る こ と を 勧 誘 し 、 か つ 、 当 該 政 治 団 体

を し て 、 政 治 活 動 に 関 す る 寄 附 又 は 政 治 資 金 パ ー テ ィ ー の 対 価 の

支 払 を さ せ て は な ら な い 。  

 

 （ 寄 附 の あ つ せ ん 等 に 関 す る 制 限 ）  

第 二 十 二 条 の 七  何 人 も 、 政 治 活 動 に 関 す る 寄 附 に 係 る 寄 附 の あ つ

せ ん 又 は 政 治 資 金 パ ー テ ィ ー の 対 価 の 支 払 の あ つ せ ん を す る 場 合

に お い て 、 相 手 方 に 対 し 業 務 、 雇 用 そ の 他 の 関 係 又 は 組 織 の 影 響

力 を 利 用 し て 威 迫 す る 等 不 当 に そ の 意 思 を 拘 束 す る よ う な 方 法

で 、 当 該 寄 附 の あ つ せ ん 又 は 対 価 の 支 払 の あ つ せ ん に 係 る 行 為 を

し て は な ら な い 。  

２  政 治 活 動 に 関 す る 寄 附 に 係 る 寄 附 の あ つ せ ん 又 は 政 治 資 金 パ ー

テ ィ ー の 対 価 の 支 払 の あ つ せ ん を す る 者 は 、 い か な る 方 法 を も つ

て す る を 問 わ ず 、 寄 附 又 は 対 価 の 支 払 を し よ う と す る 者 の 意 思 に

反 し て 、 そ の 者 の 賃 金 、 工 賃 、 下 請 代 金 そ の 他 性 質 上 こ れ ら に 類 す

る も の か ら の 控 除 に よ る 方 法 で 、 当 該 寄 附 又 は 対 価 と し て 支 払 わ

れ る 金 銭 等 を 集 め て は な ら な い 。  

 

 （ 政 治 資 金 パ ー テ ィ ー の 対 価 の 支 払 に 関 す る 制 限 ）  

第 二 十 二 条 の 八  （ 略 ）  

 

 

 

 

 

 （ 寄 附 の あ つ せ ん に 関 す る 制 限 ）  

第 二 十 二 条 の 七  何 人 も 、 政 治 活 動 に 関 す る 寄 附 に 係 る 寄 附 の あ つ

せ ん を す る 場 合 に お い て 、 相 手 方 に 対 し 業 務 、 雇 用 そ の 他 の 関 係

又 は 組 織 の 影 響 力 を 利 用 し て 威 迫 す る 等 不 当 に そ の 意 思 を 拘 束 す

る よ う な 方 法 で 、 当 該 寄 附 の あ つ せ ん に 係 る 行 為 を し て は な ら な

い 。  

 

２  政 治 活 動 に 関 す る 寄 附 に 係 る 寄 附 の あ つ せ ん を す る 者 は 、 い か

な る 方 法 を も つ て す る を 問 わ ず 、 寄 附 を し よ う と す る 者 の 意 思 に

反 し て 、 そ の 者 の 賃 金 、 工 賃 、 下 請 代 金 そ の 他 性 質 上 こ れ ら に 類 す

る も の か ら の 控 除 に よ る 方 法 で 、 当 該 寄 附 を 集 め て は な ら な い 。  

 

 

 

 （ 政 治 資 金 パ ー テ ィ ー の 対 価 の 支 払 に 関 す る 制 限 ）  

第 二 十 二 条 の 八  （ 同 上 ）  



 

 

四 

２ ・ ３  （ 略 ）  
（ 削 る ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４  第 二 項 に 規 定 す る 告 知 に 係 る 書 面 に 記 載 す べ き 文 言 に つ い て

は 、 総 務 省 令 で 定 め る 。  

２ ・ ３  （ 同 上 ）  

４  第 二 十 二 条 の 六 第 一 項 及 び 第 三 項 並 び に 前 条 の 規 定 は 、 政 治 資

金 パ ー テ ィ ー の 対 価 の 支 払 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、

第 二 十 二 条 の 六 第 一 項 中 「 政 治 活 動 に 関 す る 寄 附 」 と あ り 、 及 び 同

条 第 三 項 中 「 寄 附 」 と あ る の は 「 政 治 資 金 パ ー テ ィ ー の 対 価 の 支

払 」 と 、 前 条 第 一 項 中 「 政 治 活 動 に 関 す る 寄 附 に 係 る 寄 附 の あ つ せ

ん 」 と あ る の は 「 政 治 資 金 パ ー テ ィ ー の 対 価 の 支 払 の あ つ せ ん 」

と 、 「 当 該 寄 附 の あ つ せ ん 」 と あ る の は 「 当 該 対 価 の 支 払 の あ つ せ

ん 」 と 、 同 条 第 二 項 中 「 政 治 活 動 に 関 す る 寄 附 に 係 る 寄 附 の あ つ せ

ん 」 と あ る の は 「 政 治 資 金 パ ー テ ィ ー の 対 価 の 支 払 の あ つ せ ん 」

と 、 「 、 寄 附 」 と あ る の は 「 、 対 価 の 支 払 」 と 、 「 当 該 寄 附 」 と あ る

の は 「 当 該 対 価 と し て 支 払 わ れ る 金 銭 等 」 と 読 み 替 え る も の と す

る 。  

５  第 二 項 に 規 定 す る 告 知 に 係 る 書 面 に 記 載 す べ き 文 言 に つ い て

は 、 総 務 省 令 で 定 め る 。  

  

 

  



 

五 

○ 租 税 特 別 措 置 法 （ 昭 和 三 十 二 年 法 律 第 二 十 六 号 ） （ 第 二 条 関 係 ）                      （ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改  正  案  現    行  

 （ 政 治 活 動 に 関 す る 寄 附 を し た 場 合 の 寄 附 金 控 除 の 特 例 又 は 所 得

税 額 の 特 別 控 除 ）  

第 四 十 一 条 の 十 八  個 人 が 、 政 治 資 金 規 正 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律

（ 平 成 六 年 法 律 第 四 号 ） の 施 行 の 日 か ら 令 和 十 一 年 十 二 月 三 十 一

日 ま で の 期 間 （ 次 項 に お い て 「 指 定 期 間 」 と い う 。 ） 内 に 、 政 治 資

金 規 正 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 九 十 四 号 ） 第 四 条 第 四 項 に 規 定

す る 政 治 活 動 に 関 す る 寄 附 （ 同 法 の 規 定 に 違 反 す る こ と と な る も

の 及 び そ の 寄 附 を し た 者 に 特 別 の 利 益 が 及 ぶ と 認 め ら れ る も の を

除 く 。 次 項 に お い て 「 政 治 活 動 に 関 す る 寄 附 」 と い う 。 ） を し た 場

合 に は 、 当 該 寄 附 に 係 る 支 出 金 の う ち 、 次 に 掲 げ る 団 体 に 対 す る

も の （ 第 一 号 若 し く は 第 二 号 に 掲 げ る 団 体 又 は 第 三 号 若 し く は 第

四 号 に 掲 げ る 団 体 の う ち 同 法 第 十 九 条 第 二 項 に 規 定 す る 資 金 管 理

団 体 （ 次 項 に お い て 単 に 「 資 金 管 理 団 体 」 と い う 。 ） で あ る も の に

対 す る 寄 附 に 係 る 支 出 金 に あ つ て は 、 当 該 支 出 金 を 支 出 し た 年 分

の 所 得 税 に つ き 次 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 場 合 に は 当 該 支 出 金 を

除 き 、 同 号 ロ に 掲 げ る 団 体 に 対 す る 寄 附 に 係 る 支 出 金 に あ つ て は 、

そ の 団 体 が 推 薦 し 、 又 は 支 持 す る 者 が 、 公 職 選 挙 法 （ 昭 和 二 十 五 年

法 律 第 百 号 ） 第 八 十 六 条 か ら 第 八 十 六 条 の 四 ま で の 規 定 に よ り 同

号 ロ の 候 補 者 と し て 届 出 の あ つ た 日 の 属 す る 年 及 び そ の 前 年 中 に

 （ 政 治 活 動 に 関 す る 寄 附 を し た 場 合 の 寄 附 金 控 除 の 特 例 又 は 所 得

税 額 の 特 別 控 除 ）  

第 四 十 一 条 の 十 八  個 人 が 、 政 治 資 金 規 正 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律

（ 平 成 六 年 法 律 第 四 号 ） の 施 行 の 日 か ら 令 和 十 一 年 十 二 月 三 十 一

日 ま で の 期 間 （ 次 項 に お い て 「 指 定 期 間 」 と い う 。 ） 内 に 、 政 治 資

金 規 正 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 九 十 四 号 ） 第 四 条 第 四 項 に 規 定

す る 政 治 活 動 に 関 す る 寄 附 （ 同 法 の 規 定 に 違 反 す る こ と と な る も

の 及 び そ の 寄 附 を し た 者 に 特 別 の 利 益 が 及 ぶ と 認 め ら れ る も の を

除 く 。 次 項 に お い て 「 政 治 活 動 に 関 す る 寄 附 」 と い う 。 ） を し た 場

合 に は 、 当 該 寄 附 に 係 る 支 出 金 の う ち 、 次 に 掲 げ る 団 体 に 対 す る

も の （ 第 一 号 又 は 第 二 号 に 掲 げ る 団 体 に 対 す る 寄 附 に 係 る 支 出 金

に あ つ て は 、 当 該 支 出 金 を 支 出 し た 年 分 の 所 得 税 に つ き 次 項 の 規

定 の 適 用 を 受 け る 場 合 に は 当 該 支 出 金 を 除 き 、 第 四 号 ロ に 掲 げ る

団 体 に 対 す る 寄 附 に 係 る 支 出 金 に あ つ て は 、 そ の 団 体 が 推 薦 し 、

又 は 支 持 す る 者 が 、 公 職 選 挙 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 号 ） 第 八 十

六 条 か ら 第 八 十 六 条 の 四 ま で の 規 定 に よ り 第 四 号 ロ の 候 補 者 と し

て 届 出 の あ つ た 日 の 属 す る 年 及 び そ の 前 年 中 に さ れ た も の に 限

る 。 ） で 政 治 資 金 規 正 法 第 十 二 条 又 は 第 十 七 条 の 規 定 に よ る 報 告 書

に よ り 報 告 さ れ た も の 及 び 同 号 イ に 規 定 す る 公 職 の 候 補 者 と し て



 

 

六 

さ れ た も の に 限 る 。 ） で 政 治 資 金 規 正 法 第 十 二 条 又 は 第 十 七 条 の 規

定 に よ る 報 告 書 に よ り 報 告 さ れ た も の 及 び 同 号 イ に 規 定 す る 公 職

の 候 補 者 と し て 公 職 選 挙 法 第 八 十 六 条 、 第 八 十 六 条 の 三 又 は 第 八

十 六 条 の 四 の 規 定 に よ り 届 出 の あ つ た 者 に 対 し 当 該 公 職 に 係 る 選

挙 運 動 に 関 し て さ れ た も の で 同 法 第 百 八 十 九 条 の 規 定 に よ る 報 告

書 に よ り 報 告 さ れ た も の は 、 所 得 税 法 第 七 十 八 条 第 二 項 に 規 定 す

る 特 定 寄 附 金 と み な し て 、 同 法 の 規 定 を 適 用 す る 。  

 一  政 治 資 金 規 正 法 第 三 条 第 二 項 に 規 定 す る 政 党  

 二  政 治 資 金 規 正 法 第 五 条 第 一 項 第 二 号 に 掲 げ る 政 治 資 金 団 体  

 三  政 治 資 金 規 正 法 第 三 条 第 一 項 第 一 号 に 掲 げ る 団 体 で 、 衆 議 院

議 員 若 し く は 参 議 院 議 員 が 主 宰 す る も の 又 は そ の 主 要 な 構 成 員

が 衆 議 院 議 員 若 し く は 参 議 院 議 員 で あ る も の （ 同 法 第 五 条 第 一

項 第 一 号 に 掲 げ る 団 体 を 含 む 。 ）  

 四  政 治 資 金 規 正 法 第 三 条 第 一 項 第 二 号 に 掲 げ る 団 体 の う ち 次 に

掲 げ る も の  

  イ  衆 議 院 議 員 、 参 議 院 議 員 、 都 道 府 県 の 議 会 の 議 員 、 都 道 府 県

知 事 又 は 地 方 自 治 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 六 十 七 号 ） 第 二 百

五 十 二 条 の 十 九 第 一 項 の 指 定 都 市 の 議 会 の 議 員 若 し く は 市 長

の 職 （ ロ に お い て 「 公 職 」 と い う 。 ） に あ る 者 を 推 薦 し 、 又 は

支 持 す る こ と を 本 来 の 目 的 と す る も の  

  ロ  特 定 の 公 職 の 候 補 者 （ 公 職 選 挙 法 第 八 十 六 条 か ら 第 八 十 六

公 職 選 挙 法 第 八 十 六 条 、 第 八 十 六 条 の 三 又 は 第 八 十 六 条 の 四 の 規

定 に よ り 届 出 の あ つ た 者 に 対 し 当 該 公 職 に 係 る 選 挙 運 動 に 関 し て

さ れ た も の で 同 法 第 百 八 十 九 条 の 規 定 に よ る 報 告 書 に よ り 報 告 さ

れ た も の は 、 所 得 税 法 第 七 十 八 条 第 二 項 に 規 定 す る 特 定 寄 附 金 と

み な し て 、 同 法 の 規 定 を 適 用 す る 。  

 

 

 一  （ 同 上 ）  

 二  （ 同 上 ）  

 三  （ 同 上 ）  

 

 

 

 四  （ 同 上 ）  

 

 

 

 

 

 

 



 

七 

条 の 四 ま で の 規 定 に よ る 届 出 に よ り 公 職 の 候 補 者 と な つ た 者

を い う 。 ） 又 は 当 該 公 職 の 候 補 者 と な ろ う と す る 者 を 推 薦 し 、

又 は 支 持 す る こ と を 本 来 の 目 的 と す る も の （ イ に 掲 げ る も の

を 除 く 。 ）  

２  個 人 が 指 定 期 間 内 に 支 出 し た 前 項 第 一 号 若 し く は 第 二 号 に 掲 げ

る 団 体 又 は 同 項 第 三 号 若 し く は 第 四 号 に 掲 げ る 団 体 の う ち 資 金 管

理 団 体 で あ る も の に 対 す る 政 治 活 動 に 関 す る 寄 附 に 係 る 支 出 金

で 、 政 治 資 金 規 正 法 第 十 二 条 又 は 第 十 七 条 の 規 定 に よ る 報 告 書 に

よ り 報 告 さ れ た も の （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 政 党 等 に 対 す る 寄 附

金 」 と い う 。 ） に つ い て は 、 そ の 年 中 に 支 出 し た 当 該 政 党 等 に 対 す

る 寄 附 金 の 額 の 合 計 額 （ 当 該 合 計 額 に そ の 年 中 に 支 出 し た 特 定 寄

附 金 等 の 金 額 （ 所 得 税 法 第 七 十 八 条 第 二 項 に 規 定 す る 特 定 寄 附 金

の 額 及 び 同 条 第 三 項 の 規 定 又 は 前 項 の 規 定 に よ り 当 該 特 定 寄 附 金

と み な さ れ た も の の 額 並 び に 次 条 第 二 項 に 規 定 す る 特 定 非 営 利 活

動 に 関 す る 寄 附 金 の 額 並 び に 第 四 十 一 条 の 十 八 の 四 第 一 項 に 規 定

す る 控 除 対 象 特 定 新 規 株 式 の 取 得 に 要 し た 金 額 と し て 同 項 に 規 定

す る 政 令 で 定 め る 金 額 の 合 計 額 を い う 。 以 下 こ の 項 に お い て 同

じ 。 ） を 加 算 し た 金 額 が 、 当 該 個 人 の そ の 年 分 の 総 所 得 金 額 、 退 職

所 得 金 額 及 び 山 林 所 得 金 額 の 合 計 額 の 百 分 の 四 十 に 相 当 す る 金 額

を 超 え る 場 合 に は 、 当 該 百 分 の 四 十 に 相 当 す る 金 額 か ら 当 該 特 定

寄 附 金 等 の 金 額 を 控 除 し た 残 額 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） が 二

 

 

 

 

２  個 人 が 指 定 期 間 内 に 支 出 し た 前 項 第 一 号 又 は 第 二 号 に 掲 げ る 団

体 に 対 す る 政 治 活 動 に 関 す る 寄 附 に 係 る 支 出 金 で 、 政 治 資 金 規 正

法 第 十 二 条 又 は 第 十 七 条 の 規 定 に よ る 報 告 書 に よ り 報 告 さ れ た も

の （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 政 党 等 に 対 す る 寄 附 金 」 と い う 。 ） に つ

い て は 、 そ の 年 中 に 支 出 し た 当 該 政 党 等 に 対 す る 寄 附 金 の 額 の 合

計 額 （ 当 該 合 計 額 に そ の 年 中 に 支 出 し た 特 定 寄 附 金 等 の 金 額 （ 所

得 税 法 第 七 十 八 条 第 二 項 に 規 定 す る 特 定 寄 附 金 の 額 及 び 同 条 第 三

項 の 規 定 又 は 前 項 の 規 定 に よ り 当 該 特 定 寄 附 金 と み な さ れ た も の

の 額 並 び に 次 条 第 二 項 に 規 定 す る 特 定 非 営 利 活 動 に 関 す る 寄 附 金

の 額 並 び に 第 四 十 一 条 の 十 八 の 四 第 一 項 に 規 定 す る 控 除 対 象 特 定

新 規 株 式 の 取 得 に 要 し た 金 額 と し て 同 項 に 規 定 す る 政 令 で 定 め る

金 額 の 合 計 額 を い う 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） を 加 算 し た 金 額

が 、 当 該 個 人 の そ の 年 分 の 総 所 得 金 額 、 退 職 所 得 金 額 及 び 山 林 所

得 金 額 の 合 計 額 の 百 分 の 四 十 に 相 当 す る 金 額 を 超 え る 場 合 に は 、

当 該 百 分 の 四 十 に 相 当 す る 金 額 か ら 当 該 特 定 寄 附 金 等 の 金 額 を 控

除 し た 残 額 ） が 二 千 円 （ そ の 年 中 に 支 出 し た 当 該 特 定 寄 附 金 等 の

金 額 が あ る 場 合 に は 、 二 千 円 か ら 当 該 特 定 寄 附 金 等 の 金 額 を 控 除
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千 円 （ そ の 年 中 に 支 出 し た 当 該 特 定 寄 附 金 等 の 金 額 が あ る 場 合 に

は 、 二 千 円 か ら 当 該 特 定 寄 附 金 等 の 金 額 を 控 除 し た 残 額 。 以 下 こ

の 項 に お い て 「 特 定 控 除 額 」 と い う 。 ） を 超 え る 場 合 に は 、 そ の 年

分 の 所 得 税 の 額 か ら 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 の 区 分 に 応 じ 当 該 各

号 に 定 め る 金 額 （ 当 該 金 額 に 百 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 こ れ

を 切 り 捨 て る 。 ） を 控 除 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 控 除 す る 金

額 が 、 当 該 個 人 の そ の 年 分 の 所 得 税 の 額 の 百 分 の 二 十 五 に 相 当 す

る 金 額 （ 当 該 金 額 が 一 万 円 か ら 特 定 控 除 額 を 控 除 し た 金 額 を 超 え

な い 場 合 に は 、 当 該 控 除 し て 得 た 金 額 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ）

を 超 え る と き は 、 当 該 控 除 す る 金 額 は 、 当 該 百 分 の 二 十 五 に 相 当

す る 金 額 （ 当 該 金 額 に 百 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 こ れ を 切 り

捨 て る 。 ） を 限 度 と す る 。  

 一  そ の 年 中 に 支 出 し た 政 党 等 に 対 す る 寄 附 金 の 額 の 合 計 額 が 一

万 円 以 下 で あ る 場 合  当 該 政 党 等 に 対 す る 寄 附 金 の 額 の 合 計 額

か ら 特 定 控 除 額 を 控 除 し た 金 額  

 二  そ の 年 中 に 支 出 し た 政 党 等 に 対 す る 寄 附 金 の 額 の 合 計 額 が 一

万 円 を 超 え 五 万 円 以 下 で あ る 場 合  次 に 掲 げ る 金 額 の 合 計 額  

  イ  一 万 円 か ら 特 定 控 除 額 を 控 除 し た 金 額  

  ロ  当 該 政 党 等 に 対 す る 寄 附 金 の 額 の 合 計 額 か ら 一 万 円 を 控 除

し た 金 額 の 百 分 の 五 十 に 相 当 す る 金 額  

 三  そ の 年 中 に 支 出 し た 政 党 等 に 対 す る 寄 附 金 の 額 の 合 計 額 が 五

し た 残 額 ） を 超 え る 場 合 に は 、 そ の 年 分 の 所 得 税 の 額 か ら 、 そ の 超

え る 金 額 の 百 分 の 三 十 に 相 当 す る 金 額 （ 当 該 金 額 に 百 円 未 満 の 端

数 が あ る と き は 、 こ れ を 切 り 捨 て る 。 ） を 控 除 す る 。 こ の 場 合 に お

い て 、 当 該 控 除 す る 金 額 が 、 当 該 個 人 の そ の 年 分 の 所 得 税 の 額 の

百 分 の 二 十 五 に 相 当 す る 金 額 を 超 え る と き は 、 当 該 控 除 す る 金 額

は 、 当 該 百 分 の 二 十 五 に 相 当 す る 金 額 （ 当 該 金 額 に 百 円 未 満 の 端

数 が あ る と き は 、 こ れ を 切 り 捨 て る 。 ） を 限 度 と す る 。  

 

 

 

 

 

 （ 新 設 ）  

 

 

 （ 新 設 ）  

 

 

 

 

 （ 新 設 ）  
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万 円 を 超 え る 場 合  次 に 掲 げ る 金 額 の 合 計 額  

  イ  三 万 円 か ら 特 定 控 除 額 を 控 除 し た 金 額  

  ロ  当 該 政 党 等 に 対 す る 寄 附 金 の 額 の 合 計 額 か ら 五 万 円 を 控 除

し た 金 額 の 百 分 の 三 十 に 相 当 す る 金 額  

３ ～ ６  （ 略 ）  

 

 

 

 

３ ～ ６  （ 同 上 ）  

  

 


